
 

 

（３）地域区分及び分類別基準 

 

 

自家用広告物の表示面積の合計は、15 ㎡以下とします。（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※ 用途地域（第 1種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域を除く）が指定されている

場合は、この規定は適用されません。 

 

 

非自家用広告物は設置できません。ただし、道標・案内図板は設置できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■道標・案内図板 

 

■非自家用広告物 

■自家用広告物（合計が５㎡までの場合は許可不要） 

第１種禁止地域 

道標・案内図板 

 

屋上広告物 

 

壁面広告物 

突出広告物 

 

可変表示式 

広告物 

・壁面の面積の１／４以下 

・壁面からはみ出さない 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上 

（歩道上 2.7ｍ以上） 

・高さは地上から１０ｍ以下 

・幅は 4.5ｍ以下（※） 

野立広告物 

 

地図や道路名、矢印や距離などの 

案内内容が 広告表示面積の 40％ 

以上であること 

設置できません 

設置できません 

・表示面積は片面３㎡以下（２人以上の場合は５㎡以下） 

・高さは地上から 4.5ｍ以下（指定道路沿線では路面から 4.5ｍ以下） 

・同一広告主が複数設置する場合は、500ｍ以上離すこと 

・国道同士の交差点から 30ｍ以内は設置できません。 



 

 

 

＜色彩＞ 

① 広告物の地色（※）は、彩度８を超えない。 

本ガイドラインでは、色彩を「マンセル表色系」により表現します。マンセル表色系

では、色彩を色相、明度、彩度の三属性によって表現します。地色（※）として利用で

きる色彩の例は以下の通りです。 
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※ 地色：下地の色 
 

＜色相・彩度・明度（色彩の三属性）について＞ 
・色相は、色の様相の相違であり、赤(Ｒ)、黄(Ｙ)、緑(Ｇ)、青(Ｂ)、紫(Ｐ)等の色名によって

特徴付けられます。 

・彩度は色の鮮やかさ、明度は色の明るさの度合。色相と合わせて色の三属性といいます。 

・マンセル値 5Ｇ 5/10（ごじーごの１０）は、色相 5Ｇ、明度 5、彩度１０を表していま

す。 

 

② 彩度１０を超える色を使用する場合、１面の面積あたり１／３以上使用し

ない。 
 

③ 支柱又は広告物の裏側は、原則濃い茶色とする。 

参考：JIS の慣用色名 

 茶色 5YR 3.5/4   焦茶 5YR 3/2 

 

＜素材＞ 

① 木材、石材等の自然素材を極力用い、これによりがたい場合はこれに模し

たものとし、その素材が表面に表れるように配慮する。 
  

■色彩及び素材 

 

彩度 10を超える色は、 

1 面の 1／3以上使用しない 

彩度 8を超える色は、

地色に使用しない 

ごじー   ご   の  じゅう 

５Ｇ ５ / 10 
色相    明度       彩度 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E8%89%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A6%E8%8C%B6

